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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電解システム（２）用のタンク装置（１）であって、
　蓄え容器（３，３－１，３－２）と、
　蓄え容器（３，３－１，３－２）の下側に配置された制御可能な弁（４，４－１，４－
２）と、
　弁（４，４－１，４－２）および蓄え容器（３，３－１，３－２）に配置されていて、
弁（４，４－１，４－２）の少なくとも一部を加熱しかつ蓄え容器（３，３－１，３－２
）の少なくとも一部を加熱するように形成された加熱装置（５，５－１，５－２）と、
を備え、
　前記蓄え容器（３，３－１，３－２）と前記弁（４，４－１，４－２）との間に配置さ
れていて、前記蓄え容器（３，３－１，３－２）から前記弁（４，４－１，４－２）に流
れ込む媒体の凝集状態を検出し、該検出された凝集状態を特徴づける測定信号（７）を送
出するように形成されたセンサ（６）を備えることを特徴とする、電解システム用のタン
ク装置。
【請求項２】
　センサ（６）は、容量センサとして形成されており、該容量センサは、蓄え容器（３，
３－１，３－２）から弁（４，４－１，４－２）に流入する前記媒体の容量を検出し、該
検出された容量を特徴づける測定信号（７）を送出するように形成されている、請求項１
記載のタンク装置。
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【請求項３】
　センサ（６）は、伝導率センサとして形成されており、該伝導率センサは、蓄え容器（
３，３－１，３－２）から弁（４，４－１，４－２）に流入する前記媒体の伝導率を検出
し、該検出された伝導率を特徴づける測定信号（７）を送出するように形成されている、
請求項１記載のタンク装置。
【請求項４】
　センサ（６）に接続されていて、該センサ（６）から測定信号（７）を受け取り、該測
定信号（７）が、液状の媒体を特徴づけている場合には、弁（４，４－１，４－２）を開
放し、測定信号（７）が、ガス状の媒体を特徴づけている場合には、弁（４，４－１，４
－２）を閉鎖するように構成された制御装置（８）を備える、請求項１から３までのいず
れか１項記載のタンク装置。
【請求項５】
　前記液状の媒体は、水（１１）であり、前記ガス状の媒体は、水素または酸素である、
請求項４記載のタンク装置。
【請求項６】
　電解システム（２）であって、
　請求項１から５までのいずれか１項記載の第１のタンク装置（１）と、
　第１のタンク装置（１）に接続されていて、水素を発生させ、該発生させられた水素を
第１のタンク装置（１）に案内するように形成された電解スタック（９）と、
を備えることを特徴とする、電解システム。
【請求項７】
　請求項１から５までのいずれか１項記載の第２のタンク装置（１）を備え、
　電解スタック（９）は、第２のタンク装置（１）にさらに接続されていて、酸素を発生
させ、該発生させられた酸素を第２のタンク装置（１）に案内するように形成されている
、請求項６記載の電解システム。
【請求項８】
　電解スタック（９）と第２のタンク装置（１）との間に配置されていて、前記酸素と、
該酸素中に含まれた水（１１）とを分離し、前記酸素を第２のタンク装置（１）に案内し
、水（１１）を水循環路（１２）に案内するように形成された分離装置（１０）を備える
、請求項７記載の電解システム。
【請求項９】
　電解法であって、
　請求項１から５までのいずれか１項記載の第１のタンク装置（１）と、該第１のタンク
装置（１）に接続されていて、水素を発生させるように形成された電解スタック（９）と
を用意するステップと、
　電解スタック（９）内で電解を実施するステップと、
　前記電解により発生させられた前記水素を第１のタンク装置（１）に案内するステップ
と、
を備えることを特徴とする、電解法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電解システム用のタンク装置に関する。さらに、本発明は、電解システムお
よび電解法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、内燃機関は数多くの用途に使用されている。内燃機関の主な使用分野の１つは、
自動車である。
【０００３】
　ますます厳しくなる限界値ならびに環境に優しい車両を走らせたいという顧客の要望に
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基づき、内燃機関からの有害な排ガスのエミッションをますます削減することが試みられ
ている。
【０００４】
　このために、今日、車両は、たとえば省エネルギ型のエンジンを備えている。このエン
ジンは、特に空気過多（空気過剰率λ＞１）である燃焼状態で運転される。これによって
、燃焼時に窒素酸化物が形成される。この窒素酸化物は触媒で還元されなければならない
。
【０００５】
　この窒素酸化物を還元するために、今日では、２つの可能性が利用される。
【０００６】
　第１の可能性は、ＮＳＣ（Nitrogen oxide storage catalyst）、つまり、窒素酸化物
吸蔵触媒と呼ばれる。まず、この窒素酸化物吸蔵触媒が窒素酸化物を吸蔵する。その後、
吸蔵体の充足時にまたは吸蔵中に、吸蔵された窒素酸化物が、リッチな排ガスを伴う運転
状態（λ＜１）で還元される。このとき、窒素酸化物が反応して、水と、二酸化炭素と、
窒素とが形成される。このことは、リッチな運転状態で排ガス中に存在している水素と一
酸化炭素とによって行われる。その後、エンジンマネージメントが、リーンな排ガスを伴
う通常の走行運転に再び切り換えられる。
【０００７】
　また、第２の可能性は、選択的還元触媒（ＳＣＲ）と呼ばれる。このＳＣＲでは、排気
系統に吹き込まれる尿素溶液からアンモニアが生成され、このアンモニアが特殊な触媒上
で窒素酸化物と反応して、水と窒素とが形成される。この方法では、排ガスはリーン（λ
＞１）である。この触媒には、過度に高い調量に際して変換されなかったアンモニアが触
媒から流出（スリップ）し、環境に達してしまうという欠点がある。また、尿素溶液は腐
食性であり、手間のかかる処理を要してしまう。
【０００８】
　通常、ディーゼルエンジンの場合には、ＳＣＲ法が使用される。なぜならば、ディーゼ
ルエンジンは、有利には長時間、λ＜１のリッチな状態で運転することができず、このリ
ッチな状態では、極めて多くの煤を生成してしまうからである。
【０００９】
　ＮＳＣの場合のリッチ運転およびＳＣＲの場合の尿素の調量に対して択一的に、ＮＳＣ
またはＳＣＲの上流側で水素が調量されて、窒素酸化物の還元のために利用されてもよい
。
【００１０】
　水素は、小型の圧力タンク内で一緒に運ばれてもよいし、オンボードで蒸気改質または
電解によって生成されてもよい。
【００１１】
　電解に用いられる水は、タンク内で一緒に運ばれなければならず、定期的に補充されな
ければならない。電解システムは、電解スタックと水素吸蔵タンクとの間に、通常、直列
に複数のシステム構成要素を有している。これらのシステム構成要素は、水素ガスから水
と水蒸気とを除去するために用いられる。
【００１２】
　典型的には、気液分離器と、液滴分離器と、冷却トラップと、収着ドライヤとが使用さ
れる。この収着ドライヤの上流側には、通常、水素中の酸素含分（典型的には＜１）を変
換して水蒸気を形成する酸化触媒が前置されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係るタンク装置では、蓄え容器と、蓄え容器の下側に配置された制御可能な弁
と、弁および／または蓄え容器に配置されていて、弁の少なくとも一部を加熱しかつ／ま
たは蓄え容器の少なくとも一部を加熱するように形成された加熱装置と、を備える。
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【００１４】
　本発明に係るタンク装置の好ましい態様では、蓄え容器と弁との間に配置されていて、
蓄え容器から弁に流れ込む媒体の凝集状態を検出し、該検出された凝集状態を特徴づける
測定信号を送出するように形成されたセンサを備える。
【００１５】
　本発明に係るタンク装置の好ましい態様では、センサは、容量センサとして形成されて
おり、該容量センサは、蓄え容器から弁に流入する前記媒体の容量を検出し、該検出され
た容量を特徴づける測定信号を送出するように形成されている。
【００１６】
　本発明に係るタンク装置の好ましい態様では、センサは、伝導率センサとして形成され
ており、該伝導率センサは、蓄え容器から弁に流入する前記媒体の伝導率を検出し、該検
出された伝導率を特徴づける測定信号を送出するように形成されている。
【００１７】
　本発明に係るタンク装置の好ましい態様では、センサに接続されていて、該センサから
測定信号を受け取り、該測定信号が、液状の媒体、特に水を特徴づけている場合には、弁
を開放し、測定信号が、ガス状の媒体を特徴づけている場合には、弁を閉鎖するように形
成された制御装置を備える。
【００１８】
　本発明に係るタンク装置の好ましい態様では、前記ガス状の媒体は、水素または酸素と
して形成されている。
【００１９】
　本発明に係る電解システムでは、本発明に係る第１のタンク装置と、第１のタンク装置
に接続されていて、水素を発生させ、該発生させられた水素を第１のタンク装置に引き続
き案内するように形成された電解スタックと、を備える。
【００２０】
　本発明に係る電解システムの好ましい態様では、本発明に係る第２のタンク装置を備え
、電解スタックは、第２のタンク装置にさらに接続されていて、酸素を発生させ、該発生
させられた酸素を第２のタンク装置に引き続き案内するように形成されている。
【００２１】
　本発明に係る電解システムの好ましい態様では、電解スタックと第２のタンク装置との
間に配置されていて、前記酸素と、該酸素中に含まれた水とを分離し、前記酸素を第２の
タンク装置に引き続き案内し、水を水循環路に引き続き案内するように形成された分離装
置を備える。
【００２２】
　本発明に係る電解法では、本発明に係る第１のタンク装置と、該第１のタンク装置に接
続されていて、水素を発生させるように形成された電解スタックとを用意するステップと
、電解スタック内で電解を実施するステップと、前記電解により発生させられた前記水素
を第１のタンク装置に引き続き案内するステップと、を備える。
【００２３】
　本発明の根底には、触媒内での処理のために、水素から水蒸気を完全に除去する必要は
ないという知見がある。
【００２４】
　本発明の根底にある思想は、この知見を考慮して、液状の水は水素循環路から除去する
ものの、水蒸気の残分は水素循環路内に残すという可能性を提案することである。
【００２５】
　このために、本発明は、電解システムに用いられるタンク装置が、蓄え容器を有してお
り、この蓄え容器の下側に弁が位置していることを提案している。
【００２６】
　蓄え容器内に導入されるガス状の媒体、たとえば水素中には、水蒸気が含まれており、
この水蒸気が凝縮させられて、水が形成されると、この水は蓄え容器の下側の領域に集め
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られる。
【００２７】
　その後、水を弁を介してタンクから流出させることができる。
【００２８】
　しかしながら、水は低い温度で凍結してしまうので、タンク装置は、さらに、加熱装置
を有している。この加熱装置は、たとえばタンクの、水を集めることができる下側の領域
と、弁とを加熱する。こうして、寒冷の際でも、水が凍結してしまうことを阻止すること
ができ、水を蓄え容器から確実に流出させることができる。
【００２９】
　すなわち、本発明に係る電解システムは、極めて簡単なシステムを提供している。この
システムは水素を提供することができる。この水素は、確かに、水蒸気を含んでいるもの
の、それにもかかわらず、内燃機関に用いられる触媒に使用するために適している。
【００３０】
　すなわち、本発明による車両には、極めて効率よく作業し、その際、少ない手間で実現
することができる排ガス浄化装置を提供することができる。
【００３１】
　有利な態様および改良態様は、従属請求項ならびに図面に関連した説明から明らかであ
る。
【００３２】
　１つの態様では、タンク装置が、センサを有しており、このセンサが、蓄え容器と弁と
の間に配置されていて、蓄え容器から弁に流れ込む媒体の凝集状態を検出するように形成
されている。これによって、蓄え容器内に主に液状の媒体があるのかどうかを確認するこ
とが可能となる。
【００３３】
　１つの態様では、センサが、容量センサとして形成されており、この容量センサが、蓄
え容器から弁に流入する媒体の容量を検出し、この検出された容量を特徴づける測定信号
を送出するように形成されている。液状の水と、ガス状の媒体、たとえば水素および酸素
とは、その相対的な誘電率の点で劇的に異なっているので、これによって、弁の上方に、
たとえば水があるのか否かを極めて簡単に確実に確認することができる。
【００３４】
　１つの態様では、センサが、伝導率センサとして形成されており、この伝導率センサが
、蓄え容器から弁に流入する媒体の伝導率を検出し、この検出された伝導率を特徴づける
測定信号を送出するように形成されている。液状の水と、ガス状の媒体、たとえば水素お
よび酸素とは、その相対的な伝導率の点で劇的に異なっているので、これによって、弁の
上方に、たとえば水があるのか否かを極めて簡単に確実に確認することができる。
【００３５】
　１つの態様では、タンク装置が、制御装置を有しており、この制御装置が、センサに接
続されていて、このセンサから測定信号を受け取り、この測定信号が、液状の媒体、特に
水を特徴づけている場合には、弁を開放し、測定信号が、ガス状の媒体を特徴づけている
場合には、弁を閉鎖するように形成されている。こうして、液体循環路内に、相応の液体
、たとえば水しか流出させられないことを確保することができる。弁の上方でガス状の媒
体が検出されると、弁が閉鎖され、蓄え容器内には、もはや、ガス状の媒体しか存在して
いない。
【００３６】
　１つの態様では、ガス状の媒体が、水素または酸素として形成されている。これによっ
て、本発明に係るタンク装置を、電解システムの水素循環路にも、酸素循環路にも使用す
ることが可能となる。
【００３７】
　１つの態様では、電解システムが、第２のタンク装置を有しており、電解スタックが、
さらに、第２のタンク装置に接続されていて、酸素を発生させ、この発生させられた酸素
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を第２のタンク装置に引き続き案内するように形成されている。これによって、電解時に
発生させられた酸素を更なる利用のために蓄えることができる。
【００３８】
　１つの態様では、電解システムが、分離装置を有しており、この分離装置が、電解スタ
ックと第２のタンク装置との間に配置されていて、酸素と、この酸素中に含まれた水とを
分離し、酸素を第２のタンク装置に引き続き案内し、水を水循環路に引き続き案内するよ
うに形成されている。電解システムの酸素側では、通常、電解水が循環しているので、こ
の電解水から酸素を分離するために、分離装置が必要となる。しかしながら、酸素は高い
湿分を有しているので、第２のタンク装置内で凝縮させられる水は、本発明によって極め
て簡単に除去することができる。
【００３９】
　１つの態様では、管路と蓄え容器とが、断熱されている。これによって、凝縮物形成を
阻止することができるかまたは少なくとも減少させることができる。
【００４０】
　上述した態様および改良態様は、好適である限り、互いに任意に組み合わされてよい。
本発明の更なる可能な態様、改良態様および実行態様には、本発明の前述した特徴または
以下に実施の形態を参照しながら説明する特徴の、明示的には記載していない組合せも含
まれている。特に当業者は、本発明の各基本態様に改善態様または補足態様として個々の
態様をも付加する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明に係るタンク装置の実施の形態のブロック図である。
【図２】本発明に係る電解システムの実施の形態のブロック図である。
【図３】自動車の実施の形態のブロック図である。
【図４】本発明に係るタンク装置の別の実施の形態のブロック図である。
【図５】本発明に係る電解システムの別の実施の形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に、本発明を実施するための形態を図面につき詳しく説明する。
【００４３】
　全ての図面において、同一のもしくは同機能のエレメントおよび装置には、何か他のこ
とを記載しない限り、同じ符号が付してある。
【００４４】
　図１には、本発明に係るタンク装置１の実施の形態のブロック図が示してある。
【００４５】
　タンク装置１は蓄え容器３を有している。この蓄え容器３の下端には、水１１が存在し
ている。さらに、タンク装置１は、蓄え容器３の下端でこの蓄え容器３に接続された弁４
を有している。
【００４６】
　破線によって、弁４と蓄え容器３の下側の領域とを取り囲む加熱装置５が図示してある
。
【００４７】
　図１のタンク装置１では、蓄え容器３から弁４を介して水１１を流出させることができ
る。
【００４８】
　弁４は、たとえば電気的に制御可能な弁４であってよい。この弁４は、１つの実施の形
態では、制御装置８（図１には示さず）によって制御される。しかしながら、弁４は、機
械式の弁４であってもよい。この機械式の弁４は、たとえば、蓄え容器３の底に水１１が
集められた場合に、この水１１によって持ち上げられる蓄え容器３内のフロートを介して
制御される。このフロートの持上りによって、弁４を開放することができる。蓄え容器３
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内の水面レベルが低下して、フロートが再び沈むと、弁４は再び閉鎖される。
【００４９】
　加熱装置５は、水１１が凍結点付近の温度で凍結して、蓄え容器３もしくは弁４を閉塞
してしまうかまたは完全に害してしまうことを阻止している。これによって、タンク装置
１を屋外で使用する、たとえば、冬場に凍結点未満の温度でも屋外に駐車されていること
がある自動車に使用することが可能となる。
【００５０】
　加熱装置５は、たとえば、蓄え容器３と弁４とに接着される加熱シート５として形成さ
れていてよい。択一的には、加熱装置５が、たとえば、タンクと弁４とに巻き付けられる
加熱螺旋体５から成っていてよい。また、加熱装置５は、蓄え容器３の壁と弁４とに埋め
込まれた加熱線材５から成っていてもよい。
【００５１】
　別の実施の形態では、加熱装置５が、たとえば蓄え容器３全体を取り囲んでいてよい。
【００５２】
　図２には、本発明に係る電解システム２の実施の形態のブロック図が示してある。
【００５３】
　電解システム２は、タンク装置１（個別には図示せず）に接続された電解スタック９を
有している。この実施の形態では、この電解スタック９の水素出口が蓄え容器３の入口に
接続されている。すなわち、電解により発生させられた水素が、電解スタック９から蓄え
容器３内に搬送され、そこに蓄えられる。
【００５４】
　水１１は、電解スタック９内に陽極側で流入し、そこで、水１１の分解電圧を上回る電
解電圧の印加により反応して、酸素と、陽子と、電子とを発生させる。陽子は、電解スタ
ック９の陽極を電解スタック９の陰極から分離する電解スタック９の伝導性の膜を通って
移動させられる。移動させられた陽子は、陰極において、外側の電流回路を通って搬送さ
れてきた電子と反応して、水素を発生させる。
【００５５】
　電解スタック９の伝導性の膜は、陽子のほかに、水も案内する。この水は陰極側に水蒸
気として形成される。したがって、電解後には、水素が水蒸気成分を含んでいる。電解ス
タック９は、通常、５０℃～８０℃で作動させられ、蓄え容器３は、典型的には、周辺温
度を有しているので、蓄え容器３内で水蒸気が凝縮させられ、水として蓄え容器３の底に
落下する。その後、そこで、水１１を弁４を介して流出させることができ、電解システム
２の水循環路に再び供給することができる。
【００５６】
　図３には、自動車１３の実施の形態のブロック図が示してある。
【００５７】
　自動車１３は内燃機関１４を有している。この内燃機関１４は排気系統１５に接続され
ている。この排気系統１５内には、たとえば触媒（図示せず）が配置されていてよい。こ
の触媒には、電解システム２から水素が供給され、これによって、内燃機関１４の排ガス
中の窒素酸化物の量が削減される。
【００５８】
　触媒は、たとえば窒素酸化物吸蔵触媒（ＮＳＣ）または選択的還元触媒（ＳＣＲ）とし
て形成されていてよい。
【００５９】
　図４には、本発明に係るタンク装置１の別の実施の形態のブロック図が示してある。
【００６０】
　図４のタンク装置１は、図１のタンク装置１をベースとしているものの、これと異なり
、図４の実施の形態では、蓄え容器３と弁４との間にセンサ６が設けられている。
【００６１】
　このセンサ６は、蓄え容器３と弁４との間の管路内に存在する媒体の凝集状態を検出し
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、この凝集状態を特徴づける測定信号７を送出する。
【００６２】
　この測定信号７は、引き続き、制御装置８によって評価される。この制御装置８は、評
価した測定信号７をベースとして、電気的に制御可能な弁４として形成された弁４を制御
する。
【００６３】
　制御装置８が測定信号７において、媒体が液状である、すなわち、たとえば水であるこ
とを認識すると、制御装置８は弁４を開放する。これによって、水１１を流出させること
ができる。水１１が十分に流出すると、蓄え容器３内の水面レベルが低下し、その後、セ
ンサ６に、水ではなく、水素が提供されることになる。このことが制御装置８によって認
識されると、この制御装置８は弁４を再度閉鎖する。
【００６４】
　センサ６は、たとえば、蓄え容器３から弁４内に流れる媒体の容量を検出する容量セン
サ６として形成されていてよい。択一的には、センサ６が、たとえば伝導率センサ６とし
て形成されていてもよい。
【００６５】
　図５には、本発明に係る電解システム２の別の実施の形態のブロック図が示してある。
【００６６】
　図５の電解システム２は、図２の電解システム２と同様に、電解スタック９内で発生さ
せられた水素のための蓄え容器３－１を有している。この蓄え容器３－１は、凝縮させら
れた水を導出しかつ電解システム２の水循環路１２に供給することができる弁４－１に接
続されている。さらに、水循環路１２は、水１１を電解スタック９内に圧送するポンプ２
１を有している。
【００６７】
　付加的に、図５の電解システム２は、酸素循環路を有している。電解時に発生させられ
た酸素は、電解スタック９から分離装置１０に供給される。この分離装置１０は、ガス状
の酸素を水１１から分離する。図５に示した変化形態では、酸素と水１１とから成る混合
物が、まず、気液分離器に供給され、その後、液滴分離器に供給される。
【００６８】
　得られた水１１は、電解システム２の水循環路１２に供給される。酸素は分離装置１０
から蓄え容器３－２内に案内され、そこに蓄えられる。水素タンクと同様に、酸素タンク
３－２内では、酸素中に水蒸気として含まれている水１１が凝縮させられるようになって
いる。引き続き、水１１は酸素タンク３－２の底に集められる。そこには、同じく、凝縮
させられた水１１を水循環路１２に供給することができる弁４－２が設けられている。こ
の弁４－２と蓄え容器３－２とには、同じく加熱装置５－２が接続されており、これによ
って、水１１の凍結を阻止することができる。
【００６９】
　図５に示した２つの蓄え容器３－１，３－２の各々は、その上側に弁２０－１，２０－
２を有している。この弁２０－１，２０－２は、各蓄え容器３－１，３－２から水素もし
くは酸素を取り出すために用いられる。
【００７０】
　別の実施の形態では、図５のタンク装置が、たとえば複数の蓄えタンクまたは弁を有し
ていてよい。
【００７１】
　図５の個々のタンク装置は、それぞれ１つの蓄え容器３－１，３－２および弁４－１，
４－２しか有していない。この形態は、単に一例として解釈すべきものでしかない。
【００７２】
　当然ながら、図５の電解システム２は、センサ６と制御装置８とを有する図４に示した
タンク装置１と共に使用されてもよい。また、本発明に係る電解システム２は、本発明に
係るタンク装置１のあらゆる可能な形態を備えて形成されてもよい。
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【００７３】
　本発明を複数の好適な実施の形態に基づき前述したにもかかわらず、本発明は、これら
の実施の形態に限定されるものではなく、多種多様に変更可能である。特に本発明は、そ
の要旨から逸脱することなしに、多種多様に変化させられてもよいし、変更されてもよい
。
【符号の説明】
【００７４】
　１　タンク装置
　２　電解システム
　３，３－１，３－２　蓄え容器
　４，４－１，４－２　弁
　５，５－１，５－２　加熱装置
　６　センサ
　７　測定信号
　８　制御装置
　９　電解スタック
　１０　分離装置
　１１　水
　１２　水循環路
　１３　自動車
　１４　内燃機関
　１５　排気系統
　２０－１，２０－２　弁
　２１　ポンプ

【図１】 【図２】

【図３】
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